
 

令和 7 年度放課後講座 市民講師応募要項 

 

東久留米市立生涯学習センターでは令和 2 年度より、「放課後講座」と題して、小中学生を対象にした講座

を毎月実施し、放課後の子どもたちの居場所づくりを行っています。 

令和 7 年度の「放課後講座」の実施に伴い、市民講師を募集いたします。今まで培ってきた知識や技術を子

どもたちに教えてみませんか。 

 

◎応募資格 

 市内（近郊）在住・在勤・在学の方で、講座の運営ができる方。 

生涯学習センターが行う講座の広報に協力いただける方。 

応募は 1 人につき 1 講座までとします。 

 

◎講座内容・開催方法等 

 分野不問（座学・体験・工作・運動等）ですが、下記の条件を満たしているもの。 

・小中学生を対象とした内容であること。 

※放課後講座では子どもたちの知的好奇心を刺激する内容や新たな体験を提供することを 

重視しています 

 ・受講生が 10～30 名での実施であること。 

・原則第 4 水曜日(※1)16：00 以降の実施、1 回 45 分程度で完結するもの。 

・生涯学習センターの施設内（学習室・音楽室・創作室・フラット等）で実施できるもの。 

 

◎謝礼 

 個別に要相談 

講座に必要な材料費・交通費等は実費にて負担いたします。（応募用紙にご記入ください） 

 

◎注意事項 

 ・特定の政党や宗教、営利活動に関わる内容では開講できません。 

 ・受講生の募集・連絡等は生涯学習センターにて行います。講師が受講生の個人情報を 

  収集することはできません。 

 ・応募いただいた内容で必ずしも開講できるとは限りません。内容や生涯学習センターの 

自主事業とのバランス等を考慮し、実施を検討できると判断したもののみ、担当よりご 

連絡をさせていただきます。 

 

※1）施設の予約状況等により、前後の週へ変更になる場合もあります。 

 

 

【問い合わせ・応募先】 

東久留米市立生涯学習センター 

〒203-0054 東京都東久留米市中央町 2-6-23 

TEL：042－473－7811 

 



※いただいた個人情報は、本企画に関する事務連絡等で利用させていただきます。この目的以外に使用する場合は、事前に通知して同意をいただきます。
　また、ご提供いただきました個人情報は慎重に管理し、紛失、漏洩等を防止するために、安全処置を講じています。

　　　　　　　　　名　※対象は小学１年生～中学生まで、原則保護者の参加は不可となります
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